
大分県総合教育会議運営要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。

以下「法」という。）第１条の４第９項の規定に基づき、大分県総合教育会議（以下「会議」

という。）の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（会議の招集） 

第２条 知事は、法第１条の４第３項の規定により会議を招集しようとするときは、あらかじめ

会議の場所及び日時並びに会議の協議・調整事項を決定し、教育委員会に通知するものとす

る。 

 

（会議の議事） 

第３条 知事は、議長として会議の議事進行を行うものとする。 

 

（意見聴取） 

第４条 会議は、法第１条の４第５項の規定により、関係者又は学識経験者の出席を求め、協議

すべき事項に関して意見を聴くことができる。 

２ 前項に規定する関係者又は学識経験者の出席については、あらかじめ知事及び教育委員会に

おいて協議の上、知事が決定する。 

 

（会議の公開） 

第５条 法第１条の４第６項ただし書の規定により、会議を非公開とする場合は、あらかじめ知

事及び教育委員会において協議の上、知事が決定するものとする。 

 

（議事録の作成） 

第６条 知事は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。

ただし、前条において非公開とした内容については、公表しないものとする。 

２ 前項に規定する議事録の公開は、県ホームページにおいて行うものとする。 

３ 第１項に規定する議事録は、会議の日程、出席者、協議・調整事項及び発言要旨を公開する

ものとする。 

 

（事務局） 

第７条 会議の事務局を総務部学事・私学振興課に置く。 

 

（その他） 

第８条 この要綱で定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２７年５月２６日から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 

 


